
FC 岸 和 ⽥ サッ カー ス クー ル 規 約  
 
 
 
第 1 条 （名 称）  

1 本 ス クー ル の 名 称 は 「 FC 岸 和 ⽥ サッ カー ス クー ル （以 下 ス クー ル と い う）」 と し、 ス クー ル に 通 う ⽣ 徒  
（以 下 会 員 と い う） は FC 岸 和 ⽥ 事 務 局 (以 下 事 務 局 と い う) が 管 理 運 営 を ⾏ う も の と す る。  

2 会 員 は ⼊ 会 後、 総 合 型 地 域 ス ポー ツ ク ラ ブ FC 岸 和 ⽥ （以 下 ス ポー ツ ク ラ ブ と い う） 会 員 と な り、 ス ポー 
ツ ク ラ ブ が 提 供 す る サー ビ ス を 受 け る 権 利 を 有 す る。  

 
第 2 条 （連 絡 先）  
運 営 事 務 局 は 〒 ５ ９ ６ - ０ ０ ３ ４     岸 和 ⽥ 市 春 ⽊ 本 町 ２ － １ ３  
「 FC 岸 和 ⽥ 事 務 局 （以 下 事 務 局 と い う）」  
（ ℡   072-457-9035  ） に 置 き、 「 FC 岸 和 ⽥ ク ラ ブ ハ ウ ス」 を 主 た る 場 所 と し て 活 動 す る。  
 
第 3 条 （⽬ 的）  
本 ス クー ル で は、 地 域 社 会 に 暮 ら す す べ て の ⼈々 が、 ス ポー ツ を 通 し て 健 康 で、 明 る い ⽇々 を 送 り、 か つ 地 
域 社 会 に 貢 献 で き る 各 種 イ ベ ン ト、 サッ カー 教 室 を 開 催 し、 ⻘ 少 年 を は じ め と す る す べ て の 住 ⺠ の 健 全 な ⼈ 
格 形 成、 及 び ⽣ 涯 ス ポー ツ の 発 展 に 寄 与 す る こ と を ⽬ 的 と し て 活 動 す る。  

 
第 4 条 （会 費）  

1 年 会 費     3300 円 （税 込）   4 年 ⽣ 以 上 は 4400 円 （税 込）   ※10 ⽉ 以 降 ⼊ 会 の 場 合 は 別 途 案 内  
2 ⽉ 会 費     選 ⼿ コー ス 選 択 の 場 合 は、 ⽉ 3300 円 （税 込）  

週 ⼀ 練 習 コー ス 選 択 の 場 合 は、 ⽉ 2200 円 （税 込）  
虎 の ⽳ コー ス の 場 合 は、 ⽉ 2200 円 （税 込）  

1. 年 会 費、 ⽉ 会 費 は、 事 務 局 が 指 定 す る ⼝ 座 に 振 込 む こ と。  
2. 会 費 は、 現 ⾦ の 取 り 扱 い を、 ⼀ 切 ⾏ わ な い。  
3. 毎 ⽉ 1 ⽇ か ら ⽉ 末 ま で の ⽉ 会 費 は、 当 ⽉ 10 ⽇ ま で に 会 費 を 徴 収 す る。 （例 ： 2019 年 4 ⽉ 会 費 は 2019 年 4 ⽉ 

10 ⽇ ま で に 徴 収 す る）  
4. ⽉ 途 中 か ら ⼊ 会 の 場 合 も 1 ヶ ⽉ 分 の ⽉ 会 費 を 徴 収 す る。  
     

第 5 条 （年 会 費 お よ び ⽉ 会 費 の 不 返 納）  
  事 務 局 へ ⽀ 払 わ れ た 年 会 費 お よ び ⽉ 会 費 は、 返 ⾦ さ れ な い。  
  但 し、 途 中 退 会 の 際 に 過 払 い さ れ た ⽉ 会 費 は 返 ⾦ す る。  
 
第 6 条 （⽉ 会 費 の 滞 納）  

会 員 が 事 前 に 事 務 局 の 承 認 を 得 る 場 合 を 除 い て、 ⽉ 会 費 の ⽀ 払 い を 事 務 局 か ら の 請 求 後 2 か ⽉ 以 上  
怠っ た 場 合、 ス クー ル は 指 導 を 停 ⽌ し、 除 名 す る こ と が で き る。  
な お、 除 名 後 も 滞 納 し て い る ⽉ 会 費 は ⽀ 払 わ な く て は な ら な い。  
 

第 7 条 （休 会 及 び 退 会）  
1 会 員 が 休 会 を 申 請 で き る 期 間 は 最 ⼤ 3 ヶ ⽉ ま で と し、 休 会 期 間 中 の ⽉ 会 費 は 半 額 を 徴 収 す る。  
但 し、 ス クー ル 活 動 中 の 事 故 に よ る 休 会 期 間 は、 会 費 を 徴 収 し な い。  

2 休 会 及 び 退 会 を 希 望 す る 会 員 は、 運 営 事 務 局 に  前 ⽉ の 末 ⽇ ま で に 連 絡  し な け れ ば な ら な い。  
（例 ： 5 ⽉ 休 会 の 場 合 は、 4 ⽉ 30 ⽇ ま で に 休 会 連 絡 が 必 要）    

 
第 8 条 （除 名）  
本 規 約 に 違 反 す る な ど、 会 員 と し て ふ さ わ し く な い と 事 務 局 が 判 断 し た 者 に 対 し て、 事 務 局 は 除 名 す る こ と 
が で き る。  

 
第 10 条 （変 更 届）  
会 員 は 住 所、 電 話 番 号 等 届 出 事 項 に 変 更 が ⽣ じ た 場 合 は、 速 や か に 事 務 局 に 連 絡 す る こ と。  

 
 
第 11 条 （練 習）  

1 別 紙 参 照。 毎 ⽉ の 練 習 予 定 は、 ク ラ ブ HP を 参 照 す る こ と。    
2 指 導 者 の 病 気、 予 定 に よ り ⽌ む を 得 な い 場 合 に 限 り 他 の 指 導 者 が 代 講 す る 場 合 が あ る。  
3 活 動 中 の 盗 難、 紛 失 な ど に つ い て ク ラ ブ、 指 導 者 は ⼀ 切 責 任 を 負 わ な い。 会 員 が ⾃ ⼰ 管 理 す る こ と。  

 



第 12 条 （練 習 中 の 態 度）    
1 練 習 開 始 時 間 の 10 分 前 に は 集 合 す る こ と。  
2 何 事 に も 挑 戦 し、 ⼀ ⽣ 懸 命 練 習 す る こ と。  
3 コー チ の 指 ⽰ に 従 い、 積 極 的 に ⾃ 分 か ら 努 ⼒ す る こ と。  
4 練 習 中 無 駄 話 は し な い こ と。  
5 施 設 や そ の ⽤ 具 を 利 ⽤ す る 際 は、 汚 し た り 傷 を つ け た り し な い よ う ⼗ 分 注 意 す る こ と。  

 
第 13 条 （練 習 の 中 ⽌）  
⾬ 天 に よ り 練 習 を 中 ⽌ す る 場 合 は、 FC １ １ 配 信 で 告 知 す る。  
⾬ 天 に よ り 練 習 会 場、 時 間 変 更 の 場 合 も FC11 配 信 で 告 知 す る。 会 員 は 必 ず FC11 に 登 録 す る こ と。  

 
第 14 条 （傷 害 事 故）  

1 ⼊ 会 者 は 全 員 事 務 局 指 定 の 保 険 に 加 ⼊ す る も の と す る。 （保 険 料 は 年 会 費 に 含 む）  
②  事 故 の 無 い よ う 指 導 者 は 万 全 の 注 意 を は ら う が、 サッ カー の 練 習 中 及 び 試 合 中、 ま た は 移 動 に お い て の 不  
測 の 事 故 に よ る 傷 害 に つ い て の 補 償 は、 事 務 局 指 定 の 保 険 の 適 ⽤ 範 囲 内 と し、 そ れ 以 外 の 補 償 は ⼀ 切 負 わ 
な い。  

 
第 15 条 （個 ⼈ 情 報）  
会 員 の 個 ⼈ 情 報 に つ い て は、 会 員 の 了 承 を 得 た 場 合 を 除 い て、 会 員 サー ビ ス を 提 供 す る 以 外、 個 ⼈ を 特 定 し 
た 情 報 と し て 利 ⽤ す る 事 は な い。  

 
第 16 条 （規 約 の 改 正）  
  本 規 約 は 随 時 改 正 す る こ と が で き る。  
 
第 17 条 （施 ⾏）  
  本 規 約 は、 2009 年 4 ⽉ 1 ⽇ よ り 施 ⾏ す る。  
   
 

総 合 型 地 域 ス ポー ツ ク ラ ブ 事 務 局  
〒 596-0034     岸 和 ⽥ 市 春 ⽊ 本 町 2-13  
（ TEL ‧ FAX ） 072-457-9035    
Email     fc-kwd@sensyu.ne.jp  


